
 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 重要事項説明書 

 

（令和 7 年 4 月 １日 現在） 

１ 事業者の概要 

 法 人 名 社会福祉法人 豊岡平聖福祉会 

 法 人 所 在 地 兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

 電 話 番 号 ０７９６－２２－１３００ 

 代 表 者 氏 名 理事長 西垣 俊平 

設 立 年 月 日 平成２３年７月４日 

 

２ 事業所の概要 

（１）名称等 

 名    称          豊岡の風ショートステイゆめゆめらいふ 

 所 在 地          兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

電  話  番  号 ０７９６－２２－１３００ 

 事 業 所 番 号          ２８７４４０１２７２ 

（２）運営方針 

   要介護・要支援の認定を受けられた利用者の有する能力に応じ、自立した日常生

活を営むことが出来るよう支援することや心身機能の維持向上を目的とし、利用者

及びその家族が安心して明るく・自由に・楽しく・尊厳を持って生きることを支援し

ます。 

（３）開設年月日 平成２４年３月１日 

（４）営業日及び営業時間 

 営 業 日 年中無休（入退所） 

 受 付 時 間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

（電話等により休日及び上記時間外も常時連絡が可能です。） 

（５）通常の送迎実施地域は、旧豊岡市及び、城崎町とします。旧豊岡市及び、城崎町以

外の地域の方は片道２００円の実費負担となります。 

（６）利用定員 ２０名 

（７）設備等 

居室 全て個室で、20室です。 

浴室 5室 2階・・一般浴室1室 

1階・・一般浴室1室 小浴室2室 特殊浴室（機械浴）1室 

便所  6箇所(共同) 

洗面設備  居室ごとに20箇所、共同生活室に4箇所で合計24箇所 

医務室  1室 



 

介護・看護職員室  1室 

調理室 1室 

共同生活室 4室 

汚物処理・洗濯室 2室 

介護材料室 1室 

 

３．従業者の体制 

職    種   

管  理  者 1名 介護従事者と兼務 

医  師 1名  

生 活 相 談 員 1名  

介 護 従 業 者 8名 内1名は管理者と兼務 

看 護 従 業 者 2名 機能訓練指導員と兼務 

機 能 訓 練 指 導 員 2名 看護従業者と兼務 

栄 養 士 1名  

調 理 員 9名  

 

４． 提供するサービス内容 

① 食 事         

ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとって

頂くことを原則としています。食堂で食事を摂ることがで

きないご利用者にあっては、居室に配膳し必要な食事補助

を行います。 

② 入 浴         

・入浴又は清拭については、ご利用者の生活リズムや体調

等により、事前に利用回数を相談させて頂きます。 

・寝たきりでも機械浴室を使用して入浴することができま

す。 

③ 排      泄 
排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用

した援助を行います。 

④ 機 能 訓 練         

看護従業者により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日

常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止す

るための訓練を実施します。 

⑤ 送 迎         
玄関から玄関へ、ﾍﾞｯﾄﾞからﾍﾞｯﾄﾞまでの送迎を基本としま

す。 

⑥ その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替え、更衣を行うよう

配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われる

よう援助します。 



 

５ 利用料等 

（１）介護保険適用サービスの利用料 

   次の①基本額と②加算の額を合計した額 

※利用者の方の合計所得金額により、負担額は１割、２割、3 割の場合がありま 

す。①が 1割、②が 2 割、③が３割負担額です。 

介護職員処遇改善の負担額についても、同様です。 

※下段の（ ）の金額が、利用者の方の負担金額になります。 

① 基本額（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

要支援１ ５,６１０円／日（① ５６１円   ② １,１２２円  ③ １,６８３円） 

要支援２ ６,８１０円／日（① ６８１円   ② １,３６２円 ③２,０４３円） 

要介護１ ７,４６０円／日（① ７４６円   ② １,４９２円  ③ ２,２３８円） 

要介護２ ８,１５０円／日（① ８１５円   ② １,６３０円 ③ ２,４４５円） 

要介護３ ８,９１０円／日（① ８９１円   ② １,７８２円 ③ ２,６７３円） 

要介護４ ９,５９０円／日（① ９５９円   ② １,９１８円 ③ ２，８７７円） 

要介護５ １０,２８０円／日（① １,０２８円 ② ２,０５６円 ③ ３,０８４円） 

 ② 加算（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

機能訓練体制加算 １２０円／日（① １２円 ② ２４円 ③ ３６円） 

個別機能訓練加算 ５６０円／日 （① ５６円 ② １１２円 ③ １６８円） 

看護体制加算（Ⅰ） 

看護体制加算（Ⅱ） 

看護体制加算（Ⅲ）イ 

看護体制加算（Ⅲ）ロ 

看護体制加算（Ⅳ）イ 

看護体制加算（Ⅳ）ロ 

４０円／日（① ４円 ② ８円 ③ １２円） 

８０円／日（① ８円 ② １６円 ③ ２４円） 

１２０円／日（① １２円 ② ２４円 ③ ３６円） 

６０円／日（① ６円 ② １２円 ③ １８円） 

２３０円／日（① ２３円 ② ４６円 ③ ６９円） 

１３０円／日（① １３円 ② ２６円 ③ ３９円） 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 

夜勤職員配置加算（Ⅳ） 

１８０円／日（① １８円 ② ３６円 ③ ５４円） 

２００円／日（① ２０円 ② ４０円 ③ ６０円） 

医療連携加算 ５８０円／日（① ５８円 ② １１６円 ③ １７４円） 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １,０００円／月（① １００円 ② ２００円 ③ ３００円） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

個別機能訓練加算を算定している場合 

２,０００円／月（① ２００円 ② ４００円 ③ ６００円） 

１,０００円／月（① １００円 ② ２００円 ③ ３００円） 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

３０円／日（① ３円 ② ６円 ③ ９円） 

４０円／日（① ４円 ② ８円 ③ １２円） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ７日間を限度 ２，０００円／日 

（①  ２００円 ② ４００円 ③ ６００円） 

若年性認知症利用者受入加算 １，２００円／日 

（①  １２０円 ② ２４０円 ③ ３６０円） 

療養食加算 療養食の提供につき    

８０円／回（① ８円 ② １６円 ③ ２４円） 



 

送迎加算 片道につき  １，８４０円／日 

（①  １８４円 ② ３６８円 ③ ５５２円） 

緊急短期入所受入加算 ７日間を限度 ９００円／日 

（① ９０円 ② １８０円 ③ ２７０円） 

在宅中重度受入加算 

看護体制Ⅰ有 

看護体制Ⅱ有 

看護体制Ⅰ・Ⅱ有 

看護体制Ⅰ・Ⅱ無 

 

４，２１０円／日（① ４２１円② ８４２円 ③１,２６３円） 

４，１７０円／日（① ４１７円② ８３４円 ③ １,２５１円） 

４，１３０円／日（① ４１３円② ８２６円 ③ １,２３９円） 

４，２５０円／日（① ４２５円② ８５０円 ③ １,２７５円） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８０円／日（① １８円 ② ３６円 ③ ５４円） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １２０円／日（① １２円 ② ２４円 ③ ３６円） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６０円／日（①  ６円  ② １２円 ③ １８円） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６０円／日（① ６円  ② １２円 ③ １８円） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

           所定単位数×14/1000 

           所定単位数×13.6/1000 

           所定単位数×11.3/1000 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

１，０００円／月（①１００円②２００円③３００円） 

１００円／月（①１０円②２０円③３０円） 

（２）介護保険給付外のサービス（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

 介護保険給付外のサービス（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

  令和 7 年 4 月 1 日から 

種 類 内   容 利用料 

滞在費 ・この事業所および設備を

利用し、滞在されるにあ

たり、ご負担していただ

きます。ただし、介護保

険負担限度額認定証の発

行を受けている方につき

ましては、その認定証に

記載された居住費（滞在

費）の金額（１日あたり

）のご負担となります。

また、個人の電化製品を

持ち込みになる場合は、1

台50円をご負担いただき

ます。 

(短期入所生活介護・介護予防短期入所

生活介護) 

・課税世帯     2,066円／日 

・非課税世帯 

第 1 段階認定者・・  880 円／日 

第 2 段階認定者・・  880 円／日 

第 3 段階認定者①・・ 1,370 円／日 

第 3 段階認定者②・・ 1,370 円／日 

 

 (トイレの付いた特別室)   

2,560円／日 

食費 

 

・利用者に提供する食事の

材料費および調理費にか

(短期入所生活介護・介護予防短期入所

生活介護) 



 

かる費用です。ただし、

介護保険負担限度額認定

証の発行を受けている方

につきましては、その認

定証に記載された食費の

金額（１日あたり）のご

負担となります。 

・課税世帯 

朝食･･350円 昼食･･650円 夕食･･650円 

特別食(腎臓食・ソフト食・ムース食) 

朝食･･450円 昼食･･700円 夕食･･700円 

・非課税世帯 

第１段階認定者・・  300 円／日  

第 2 段階認定者・・  600 円／日 

第 3 段階認定者①・・  1,000 円／日 

第 3 段階認定者②・・  1,300 円／日 

理美容代  ・実費請求 

そ の 他 の

日 常 生 活

品費 

 

・利用者の希望により身の

回り品として日常生活に必

要なもの、教養娯楽品とし

て趣味活動に必要なものを

提供します。 

・実費請求 

ｺﾋﾟｰ費用 

・サービス実施記録等のコ

ピーを希望されたときはお

渡しします。 

・１枚につき１０円 

※介護保険給付外のサービス部分の変更については、1 ヶ月前以上に文書で連絡します。 

（３）利用料金の支払方法・・・前記(１)(２)の料金を、1 か月ごとに計算し、ご利用期間 

分の合計金額をご請求致しますので、翌月までに以下の方法でお支払い下さい。 

（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて 

計算した金額とします。） 

   ア．各金融機関の指定口座からの自動引き落とし 

    

※償還払いの場合、ご利用者が前記(１)の介護保険適用サービスの利用料全額を支払 

いただき、その後、領収証を添付して、ご在住の市町村に請求をすると、９割の還 

付が得られます。 

（４）ご利用の中止 

  １ 利用者は、事業所に対して、入所予定日の７日前の午後５時３０分までに連絡をす

ることにより、利用料を負担することなくサービスの利用を中止（キャンセル）する

ことができます。 

 ２ 利用者が、事業所に対して、入所予定日の７日前の午後５時３０分までに連絡がな

かった場合は、事業所は、滞在費及び、食費相当額を請求することができます。 

 ３ 事業所は、以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し、退所し

ていただく場合があります。 

・ご利用者が中途退所を希望した場合 

 ・利用中に体調が悪くなった場合 

   ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

   ・他のご利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 



 

 

 

 

６ 利用者は、以下の事由に該当する場合、即時解約をすることができます。 

・事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく、本契約に定める（介護予防）

短期入所生活介護サービスを実施しない場合 

・事業所もしくは従事者が第９条に定める守秘義務に違反した場合 

・事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体、財物、信用

等を傷つけ又は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認めら

れている場合 

・他の利用者が契約者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷付ける恐れ

がある場合において、事業所が適切に対応をとらない場合 

  

７ 利用者は、以下の事由に該当する場合、即時解約をすることができます。 

   ・利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続し難い重大な事情が

生じた場合 

   ・利用者による、第７条第 1 項に定めるサービス利用料金の支払いが 2 ヶ月以上遅

延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

   ・利用者が、故意又は重大な過失により事業所又はサービス従事者もしくは他の利

用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことな

どによって、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

  

８ 以下の事由に該当する場合、自動的に契約終了になります。 

   ・要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

   ・事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業

所を閉鎖した場合 

   ・施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合 

   ・事業所が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合 

   ・利用者が死亡した場合 

   ・病院の入院もしくは介護施設への入所が決まった場合 

（１）利用の変更、追加 

ア．利用予定前に、ご利用者の都合でサービスを変更、追加をすることができます。

この場合には、サービスの実施日前日までに事業者に申し出下さい。 

  イ．サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用 

者側の希望する期間にサービスの提供ができない場合、当事業所の生活相談員 

が他の利用可能日時をご利用者側に提示して協議させていただきます。 

（２）利用に関する留意事項 

来訪・面会 

 

面会時間は午前９時～夕方５時までの間で、他の 

利用者に迷惑がかからないようにお願いします。 



 

居室・設備・器具の利用 

 

事業所の居室や設備、器具は本来の用法にしたが

ってご利用下さい。これに反したご利用により 

破損等が生じた場合、賠償していただくことがあ

ります。 

生活用品や衣類の持ち込み 

 

長年使い慣れた生活用品や衣類をお持ちになる

ことも可能ですが、居室にスペースに限りがあり

ますので、制限される場合があります。また、衣

類や小物等には必ず氏名をご記入ください。 

食品の持ち込み 個人的な食料品・菓子類および飲料の持ち込みを

される場合には、衛生管理の観点から、事前に従

業者にご相談ください。また、介護事故防止のた

め、他のご入居者にむやみに配ることのないよう

に十分ご注意下さい。 

飲酒等 事業所で提供するほかは飲酒できません。 

喫煙 喫煙は事業所で決められた場所でお願いします。 

迷惑行為等 騒音等、他のご入居者に迷惑となる行為はご遠慮

願います。また、むやみに他のご入居者の居室等

に立ち入らないようにしてください。 

金銭・貴重品・所持品の管理 利用者等からのご希望で管理をします。金銭等は

管理者の管理となります。 

宗教活動・政治活動・営利活動 事業所での宗教活動・政治活動・営利活動を行う

ことはできません。 

動物飼育 事業所へのペットの持ち込みおよび飼育はお断

りします。 

・ご利用者に対するサービスの実施および安全衛生等の管理上の必要があると認め 

られる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができる 

ものとします。但しその場合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配 

慮を行います。 

  ・医療を必要とする場合は、ご利用者側の希望により、協力医療機関において診療 

や入院治療を受けることができます。（但し協力医療機関での優先的な治療・入 

院治療を保証するもではありません。また、協力医療機関での治療・入院治療を 

義務付けるものではありません。） 

 

９ 秘密保持 

（１） 事業所及び同従業者は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及びそのご

家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了

後も同様です。 

協力医療機関の名称 中田医院 

 協力医療機関の所在地 兵庫県豊岡市瀬戸77-20 



 

（２） 事業者は、ご利用者及びご家族等からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議等において、ご利用者及びご家族の個人情報を用いません。 

 

１０ 賠償責任 

（１） 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、 

ご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、ご利用者に対して、その損害 

を賠償します。 

（２） 事業所では、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の賠償責任保険に加入しておりま

す。詳細は、事務所窓口にて、お問い合わせください。 

７ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (管理者・大谷 健二) 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

１１ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げること

に留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を

行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報

の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、

適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」



 

という。）は、サービス提供をする上で知り得た

利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者であ

る期間及び従業者でなくなった後においても、

その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用

契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個

人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個

人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情

報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的

記録を含む。）については、善良な管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求

めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加または削除を求められ

た場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成

に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。

(開示に際して複写料などが必要な場合は利用

者の負担となります。)  
 

１３ 緊急時の対応 

  事業者は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときにご利用者の病状の急変

が生じた場合は、その他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速や

か連絡するとともに、医師に連絡取る等、必要な措置を講じます。 

 

 緊急時の連絡先 

緊急時

の 

連絡先 

 

氏     名  続 柄  

住     所  

電 話 番 号  



 

 

主治医 

 

 

 

病院又は診療所名  

医  師  名  

住     所  

電 話 番 号  

 

１４ サービス内容に関する相談・苦情対応 

（１）事業所相談室 

 

 

 介護保険相談・苦情係 

 

窓口担当者 生活相談員 

ご利用時間     ８：３０～１７：３０ 

           (月曜日～金曜日) 

ご利用方法 電話  ０７９６－２２－１３００ 

受付時間  ８：３０～１７：３０ 

      苦情箱  （受付に設置） 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

豊 岡 市 健 康 福 祉 部 

高 年 介 護 課 

 

所 在 地 豊岡市立野町１２番１２号  

電   話 ０７９６－２４－２４０１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０７９６－２９－３１４４ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 月～金  

（休祝日及び、12/29～1/3を除く） 

 

兵庫県国民健康保険団体 

連    合    会 

介 護 保 険 対 策 室 

 

所 在 地 神戸市中央区三宮町１丁目９－１－１８０１号 

電  話 ０７８－３３２－５６１７ 

Ｆ Ａ Ｘ ０７８－３３２－５６５０ 

受付時間  ８：４５～１７：１５ 月～金  

（休祝日及び、12/29～1/3を除く） 

 

15 非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する

取り組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名：（管理者・大谷 健二） 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回４月・１０月） 

 

16 衛生管理等 

① 短期入所生活介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につ



 

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

② 短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講じます。 

③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１７ 重要事項の内容を変更する場合の手続きについて 

  重要事項を変更する場合は、書面にて通知し、書面にて同意を頂きます。 

 

ご利用を申し込まれるにあたり、この重要事項説明書により重要な事項を説明しまし

た。 

     事業所 所在地  兵庫県豊岡市若松町７番２５号 

         名 称  豊岡の風ショートステイゆめゆめらいふ 

         説明場所 

         説明日時 令和   年   月   日    時   分 

         説明者  所属  

              氏名           印  

  私は、この重要事項説明書により、当事業所についての重要な事項の説明を受け、 

サービスの提供開始、及び利用料の徴収に同意しました。 

  令和  年  月  日 

     利用者  

住所 

             氏名            印  

  

 

 

利用者が、署名出来ない為、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わって、 

その署名を代行しました。 

 

     署名代行者 

       住所 

       氏名            印 

      （利用者との関係       ） 

     身元引受人 

住所 

       氏名            印 

      （利用者との続柄       ） 

 


